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    規     則 

和歌山県規則第69号 

 和歌山県情報公開・個人情報保護審議会規則を次のように定める。 

  令和2年12月24日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県情報公開・個人情報保護審議会規則 

 （趣旨） 

第1条 この規則は、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例（令和2年和歌山県条例第60号。以

下「条例」という。）第8条第2項及び第17条の規定に基づき、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会

（以下「審議会」という。）及び部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

 （会議） 

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の全員が新たに任命された後 初に

開催される審議会の会議は、知事が招集する。 

2 審議会の会議は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

3 審議会の会議の議決は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事件に係る議

決に参加することができない。 

 （部会） 

第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置く。 

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置く。 

4 部会長は、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員及び専門委員のうちからあ
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らかじめ部会長が指名した者が、その職務を代理する。 

7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

8 前条（第1項ただし書を除く。）の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中

「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

 （手続の併合又は分離） 

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数

個の審査請求に係る事件を分離することができる。 

2 審議会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人等に

その旨を通知しなければならない。 

 （諮問実施機関の意見の聴取） 

第6条 審議会は、条例第10条第1項の規定により公文書又は保有個人情報の提示を求めようとする場合に

おいて、諮問実施機関から、当該公文書又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて

特別の配慮を必要とするものである旨の申出があるときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければな

らない。 

 （審査請求人等の意見の聴取） 

第7条 審議会は、審議会に提出された意見書又は資料について、条例第10条第4項の規定に基づき鑑定を

求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。

ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 （意見書又は資料の閲覧等） 

第8条 条例第14条第1項の知事が規則で定める行為は、別表によるものとする。 

（庶務） 

第9条 審議会の庶務は、総務部総務管理局総務課において処理する。 

 （委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

 （和歌山県情報公開審査会規則及び和歌山県個人情報保護審議会規則の廃止） 

2 次に掲げる規則は、廃止する。 

（1）和歌山県情報公開審査会規則（平成13年和歌山県規則第93号） 

（2）和歌山県個人情報保護審議会規則（平成14年和歌山県規則第95号） 

 （和歌山県行政組織規則の一部改正） 

3 和歌山県行政組織規則（昭和63年和歌山県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（名称、担任事務及び所管課室） （名称、担任事務及び所管課室）
第2 1 0条 法令及び条例により設置された附属機 第2 1 0条 法令及び条例により設置された附属機

関の名称、担任事務及び所管課室は、次のとお 関の名称、担任事務及び所管課室は、次のとお
りである。 りである。

名称 担任事務 所管課室 名称 担任事務 所管課室

略 略 略 略 略 略

和歌山県情報 和歌山県情報公 略 和歌山県情報 和歌山県情報公開 略
公開・個人情 開・個人情報保 公開審査会 条例第23条の規定
報保護審議会 護審議会設置条 によりその権限に



    和歌山県報  号外（2） 令和 2年 12 月 24 日（木曜日） 

－ 3 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 （和歌山県情報公開条例施行規則の一部改正） 

4 和歌山県情報公開条例施行規則（平成13年和歌山県規則第92号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 
 

別記第20号様式中「情 報 公 開 審 査 会 諮 問 通 知 書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問

通知書」に、「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審議会」に、「諮問第    号」を

「諮問（情）第   号」に改める。 

 （和歌山県個人情報保護条例施行規則の一部改正） 

5 和歌山県個人情報保護条例施行規則（平成15年和歌山県規則第90号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

別記第23号様式中「個人情報保護審議会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知

書」に、「個人情報保護審議会」を「情報公開・個人情報保護審議会」に、「諮問第    号」を

「諮問（個）第   号」に改める。 

 （知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部改正） 

6 知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則（平成25年和歌山県規則第47号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

例（令和 2 年和 属させられた事項
歌山県条例第60 の処理に関する事
号）第 2 条の規 務
定によりその権
限に属させられ 和歌山県個人 和歌山県個人情報
た事項の処理に 情報保護審議 保護条例第47条の
関する事務 会 規定によりその権

限に属させられた
事項の処理に関す
る事務

和歌山県情報 県の情報公開制度
公開制度審議 についての重要事
会 項の調査審議に関

する事務

略 略

略 略

改 正 後 改 正 前

（情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書） （情報公開審査会諮問通知書）
第11条 条例第20条第 2 項の規定による通知は、 第11条 条例第20条第 2 項の規定による通知は、

情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書（別 情報公開審査会諮問通知書（別記第20号様式）
記第20号様式）により行う。 により行う。

改 正 後 改 正 前

（情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書） （個人情報保護審議会諮問通知書）
第19条 条例第40条第 2 項の規定による通知は、 第19条 条例第40条第 2 項の規定による通知は、

情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書（別 個人情報保護審議会諮問通知書（別記第23号様
記第23号様式）により行うものとする。 式）により行うものとする。

改 正 後 改 正 前

別表第 1 （第 1 条、第 3 条、第 9 条関係） 別表第 1 （第 1 条、第 3 条、第 9 条関係）
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別表（第8条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    教育委員会規則 

和歌山県教育委員会規則第30号 

 和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。 

  令和2年12月24日 

和歌山県教育委員会教育長 宮 﨑   泉  

   和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則の一部を改正する規則 

 和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則（平成13年和歌山県教育委員会規則第20 

号）の一部を次のように改正する。 

附属機関の 定数 委員の 任期 所管部局 附属機関の 定数 委員の 任期 所管部局
名称 要件 名称 要件

和歌山県債 略 略 略 略 和歌山県情 5 人 学識経 1 年 総務部
権整理審査 報公開制度 以内 験を有 以内
会 審議会 する者

和歌山県債 略 略 略 略
権整理審査
会

略 略

行為

種別

閲覧 写しの交付

1 マイクロフィルム フィルムを専用機器により映写し 用紙に印刷したもの

たもの

2 写真フィルム 印画紙に印刷したもの

3 スライドフィルム 印画紙に印刷したもの

4 電磁的記録 電磁的記録を専用機器により再生 用紙（Ａ 0 までのものに限る。）

したもの に出力したもの（カラーで出力し

たものを除く。）

用紙（Ａ 3 までのものに限る。）

にカラーで出力したもの

備考 この表において、「Ａ 0 」とは日本産業規格Ａ列 0 番を、「Ａ 3 」とは日本産業規格Ａ列 3 番を
いう。
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 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 
 

 別記第20号様式中「情 報 公 開 審 査 会 諮 問 通 知 書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問

通知書」に、「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審議会」に、「諮問第    号」を「諮

問（情）第   号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

    訓     令 

和歌山県訓令第16号 

庁中一般  

 事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和2年12月24日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 事務決裁規程（昭和62年和歌山県訓令第8号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書） （情報公開審査会諮問通知書）
第11条 条例第20条第 2項の規定による通知は、 第11条 条例第20条第 2項の規定による通知は、

情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書（別 情報公開審査会諮問通知書（別記第20号様式）
記第20号様式）により行う。 により行う。

改 正 後 改 正 前

別表第 1（第 3 条関係）部長、局長及び課長共通 別表第 1（第 3 条関係）部長、局長及び課長共通
専決事項 専決事項

部長 局長 課長専決事項 部長 局長 課長専決事項
専決 専決 専決 専決
事項 事項 事項 事項

略 略 1～ 9 略 略 略 1～ 9 略
10 和歌山県情報公開条例（平 10 和歌山県情報公開条例に関

成13年和歌山県条例第 2号） する次のこと。
に関する次のこと。

～ 略 ～ 略(１) (５) (１) (５)
11 略 11 略
12 和歌山県個人情報保護条例 12 和歌山県個人情報保護条例

（平成14年和歌山県条例第66 に関する次のこと。
号）に関する次のこと。

～ 略 ～ 略(１) (11) (１) (11)
13～45 略 13～45 略
46 和歌山県情報公開条例第20 46 和歌山県情報公開条例（平

条に規定する審査請求に係る 成13年和歌山県条例第 2号）
和歌山県情報公開・個人情報 第20条に規定する審査請求に
保護審議会への諮問に関する 係る和歌山県情報公開審査会
こと。 への諮問に関すること。

47 和歌山県個人情報保護条例 47 和歌山県個人情報保護条例
第40条に規定する審査請求に （平成14年和歌山県条例第66
係る和歌山県情報公開・個人 号）第40条に規定する審査請
情報保護審議会への諮問に関 求に係る和歌山県個人情報保
すること。 護審議会への諮問に関するこ

と。

備考 略 備考 略
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別表第 2 （第 3 条関係）部長、局長及び課長個別 別表第 2 （第 3 条関係）部長、局長及び課長個別
専決事項 専決事項
1 略 1 略
2 総務部 2 総務部

課 部長 局長専決事項 課長 課 部長 局長専決事項 課長
名 専決 専決 名 専決 専決

事項 事項 事項 事項

総 略 1 ～ 3 略 略 総 略 1 ～ 3 略 略
務 4 和歌山県情報公開・ 務
課 個人情報保護審議会規 課

則（令和 2 年和歌山県
規則第69号）に関する
次のこと。

委員の全員が新た(１)
に任命されたときの
審議会の招集（第 3
条）

略 略

備考 略 備考 略
3 企画部 3 企画部

課 部長 局長専決事項 課長専決事項 課 部長 局長専決事項 課長専決事項
名 専決 名 専決

事項 事項

略 略

人 略 1 和歌山県 1 和歌山県 人 略 1 和歌山県 1 和歌山県
権 部落差別の 部落差別の 権 部落差別の 部落差別の
政 解消の推進 解消の推進 政 解消の推進 解消の推進
策 に関する条 に関する条 策 に関する条 に関する条
課 例（令和 2 例に関する 課 例（令和 2 例に関する

年和歌山県 次のこと。 年和歌山県 次のこと。
条例第10号 略 条例第10号 略(１) (１)
）に関する 部落差 ）に関する 部落差(２) (２)
次のこと。 別を行っ 次のこと。 別を行っ

部落差 た者に対 部落差 た者に対(１) (１)
別を行っ する説示 別を行っ する説示
た者に対 等（第 8 た者に対 等（第 7
する勧告 条第 1項 する勧告 条第 1項
（第 8条 、第 2項 （第 7条 ）
第 3項、 ） 第 2項）
第 4 項） 部落差 部落差(３) (３)

2 和歌山県 別を行っ 別を行っ
新型コロナ た者に対 た者に対
ウイルス感 する説示 する説示
染症に係る 等の市町 等の市町
誹謗中傷等 村への要 村への要
対策に関す 請（第 8 請（第 7
る条例（令 条第 5項 条第 3項
和 2 年和歌 、第 6項 ）
山県条例第 ）
64号）に関 2 和歌山県
する次のこ 新型コロナ
と。 ウイルス感

新型コ 染症に係る(１)
ロナウイ 誹謗中傷等
ルス感染 対策に関す
症に係る る条例に関
誹謗中傷 する次のこ
等を行っ と。
た者に対 新型コ(１)
する勧告 ロナウイ
（第 8 条 ルス感染
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第 3 項、 症に係る
第 4 項） 誹謗中傷

等の禁止
行為に関
すること
。（第 3
条）

新型コ(２)
ロナウイ
ルス感染
症に係る
誹謗中傷
等を行っ
た者に対
する説示
等（第 8
条第 1項
、第 2項
）

新型コ(３)
ロナウイ
ルス感染
症に係る
誹謗中傷
等を行っ
た者に対
する説示
等の市町
村への要
請（第 8
条第 5項
、第 6項
）
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   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

    県議会に関する事項 

 和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県議会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和2年12月24日 

和歌山県議会議長 岸 本   健  

   和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県議会規程の一部を改正する規程 

 和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県議会規程（平成17年4月1日制定）の一部を次のように改

正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 
 

 別記第20号様式中「情 報 公 開 審 査 会 諮 問 通 知 書 」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問

通知書」に、「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審議会」に、「諮問第    号」を「諮

問（情）第   号」に改める。 

   附 則 

改 正 後 改 正 前

（情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書） （情報公開審査会諮問通知書）
第11条 条例第20条第 2 項の規定による通知は、 第11条 条例第20条第 2 項の規定による通知は、

情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書（別 情報公開審査会諮問通知書（別記第20号様式）
記第20号様式）により行う。 により行う。



    和歌山県報  号外（2） 令和 2年 12 月 24 日（木曜日） 

－ 8 － 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

 和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和2年12月24日 

和歌山県議会議長 岸 本   健  

   和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程の一部を改正する規程 

 和歌山県個人情報保護条例の施行に関する和歌山県議会規程（平成17年4月1日制定）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 
 

 別記第23号様式中「個人情報保護審議会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」

に、「個人情報保護審議会」を「情報公開・個人情報保護審議会」に、「諮問第    号」を「諮問

（個）第   号」に改める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

改 正 後 改 正 前

（情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書） （個人情報保護審議会諮問通知書）
第19条 条例第40条第 2 項の規定による通知は、 第19条 条例第40条第 2 項の規定による通知は、

情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書（別 個人情報保護審議会諮問通知書（別記第23号様
記第23号様式）により行うものとする。 式）により行うものとする。
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